
指針の性格等

子どもの安全確保に関する防犯指針

◆　子どもの見守り活動の促進
　　 ○　地域全体で子どもを見守る活動の推進
　　 ○　地域住民等との情報共有
　　 ○　子ども１１０番の家等の緊急避難場所の整備・充実
◆　通学路等の安全点検等
　　 ○　定期的な通学路等の安全点検
　　 ○　要注意箇所等の把握と周知
　　 ○　関係者への協力要請
◆　安全な通学路等環境の整備
　　 ○　通学路等の設置・管理者による防犯指針を踏まえた安全な環境の
　　 　整備

通学路等における安全の確保

◆　従業員等に対する安全意識の高揚
　　 ○　朝礼やミーティング等を活用した意識啓発など
◆　子どもの安全確保に配慮した環境の整備
　　 ○　従業員等の巡回と声かけ
　　 ○　事業所内等の環境の改善
　　 ○　防犯設備等の点検整備
◆　子どもの保護者，地域住民等との連携
◆　緊急時における体制の整備
　　 ○　子どもの一時保護などが適切に行われる体制の整備

◆　家庭における安全教育
　　 ○　犯罪が起こりやすい場所を予測する能力の育成
　　 ○　命を大切し，他人を思いやる心の育成など
◆　学校等における安全教育
　　 ○　危険予測能力・危険回避能力の育成
　　 ○　社会規範を尊重する心の育成
◆　地域における安全教育
　　 ○　地域でのあいさつの広がり
　　 ○　子どもに対する指導・助言など

安全教育の充実

子どもが利用する事業所等及び交通機関における安全の確保

新設

◆　安全管理のための校内体制の整備や研修等の充実
　　 ○　不審者侵入時の危機管理マニュアル等の策定及び点検
　　 ○　緊急時に備えた実践的な防犯訓練の実施など
◆　安全管理対策
　　 ○　不審者の侵入防止対策
　　 ○　施設及び設備の点検整備の実施
◆　子どもの保護者，地域住民及び警察署等との連携
　　 ○　子どもの保護者，地域住民等との連携
　　 ○　警察署等との連携
◆  緊急時における対応
　　 ○　子どもの避難誘導，警察等への緊急通報など

学校等における安全の確保

道路，公園，駐車場及び駐輪場に関する防犯指針

改訂

◆　歩道と車道の分離
◆　見通しの確保
◆　照度の確保
◆　地下道等における
　非常ベル，防犯カメラ
　等防犯設備の設置

道路

　光害に注意しつつ，必要な照度（水平面照度が概ね
３ルクス以上）を確保

　防犯設備の定期的な保守点検
（防犯カメラのアングル調整，レンズの清掃等）

見通しの確保公園周辺における避難場所・通報
場所の確保

公園内における非常ベルの設置

◆　見通しの確保
◆　公園周辺における避難場所・通報場所の確保
◆　公園内における非常ベルの設置
◆　照度の確保
◆　公衆便所における非常ベルの
　設置及び照度の確保

公園

　光害に注意しつつ，必要な照度（水平面照
度が概ね３ルクス以上）を確保

　平均水平面照度が概ね５０ルクス以上

駐車場
◆　フェンス，さく等による外部との区分
◆　見通しの確保
◆　照度の確保
◆　管理人の配置及び防犯カメラの
　設置等による管理体制・防犯体制の整備

　光害に注意しつつ，必要な照度（水平面照
度が概ね３ルクス以上）を確保

◆　フェンス，さく等による外部との区分
◆　見通しの確保
◆　照度の確保

◆　チェーン用バーラック，サイクルラック等の設置
◆　管理人の配置及び防犯カメラの設置等による管理体制・防犯体制の
　整備

駐輪場

　光害に注意しつつ，必要な照度（水平面照
度が概ね３ルクス以上）を確保

住宅の用に供する建築物に関する防犯指針
改訂

◆　敷地内の配置及び動線等
◆　住戸部分
　　 ○　玄関
　　 ○　インターホン
　　 ○　窓
　　 ○　バルコニー
　　 ○　その他

一戸建て住宅

防犯建物部品の扉及び錠を設置したもの

防犯建物部品のサッシ及びガラスを使用

道路，公園，駐車場及び駐輪場に関する防犯指針

住宅の用に供する建築物に関する防犯指針

本県をはじめ，全
国的に子どもが被
害者となる凶悪事
件が相次いで発
生

平成１８年７月６日施行 道路，公園，駐車場及び駐輪場に関する防犯指針

住宅の用に供する建築物に関する防犯指針

子どもの安全確保に関する防犯指針 新設

改訂

改訂

改訂

◆　敷地内の配置及び動線
◆　共用部分
　　 ○　共用出入口
　　 ○　管理人室
　　 ○　共用メールコーナー・宅配ボックス
　　 ○　エレベーター昇降口
　　 ○　エレベーター
　　 ○　共用廊下・共用階段
　　 ○　屋上
　　 ○　敷地内の通路
　　 ○　駐車・駐輪場
　　 ○　児童遊園，広場及び緑地
　　 ○　その他

◆　住戸部分
　　 ○　玄関
　　 ○　インターホン
　　 ○　窓
　　 ○　バルコニー

  共用玄関内側の床面において概ね５０ル
クス以上，その他出入口の床面において２０
ルクス以上

共同住宅

  床面において概ね５０ルクス以上

  共用玄関のある階は，床面において
概ね５０ルクス以上
　その他の階は，概ね２０ルクス以上

防犯カメラを設置する

防犯建物部品の扉及び錠を設置したもの

　
平均水平面照度が概ね３ルクス以上

防犯建物部品のサッシ及びガラスを使用


